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件名 
東広島・呉自動車道における冬用タイヤ規制のお知らせ 

【第１報】 

 

 

東広島・呉自動車道において、１月１４日（土）２３時３０分より、

以下の区間で冬用タイヤ規制を実施しています。 

 

・東広島・呉自動車道 阿賀ＩＣ～高屋ＪＣＴ・ＩＣ間（全線） 

 

規制解除については、改めてお知らせします。 

 

不要不急の外出は避けていただくとともに、やむを得ず運転する場

合には、冬用タイヤやチェーン等を早めに装着のうえ、時間には余

裕を持って行動していただくよう、ご理解とご協力をお願いします。 

 

発表先 
広島県政記者クラブ、中国地方建設記者クラブ、 

合同庁舎記者クラブ 

 

問い合わせ先 

国土交通省中国地方整備局 

  広島国道事務所 副所長  藤原
ふじはら

 優
まさる

 

電話：０８２－２８６－７９０３ 

 


